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要 約
本稿の目的は，租税回避に対する米国司法上及び立法上の対処の考察から，我が国での

立法論上及び解釈論上の示唆を得ることである。米国における租税法解釈の基本的態度及

び要件事実認定に当たっての私法との距離を確認した上で，米国租税回避判例法理の展開

と近時の立法動向の整理・考察を通じ，この目的に接近した。近時の最高裁判決は，公平

性を犠牲にするとは考えられない外国税額控除制度を政策税制と解して限定解釈を求め，

組合経由の映画フィルムリースの事案では，未稼働とは認定されない映画フィルムを「事

業の用に供していないもの」と解し，租税便益を否定した。文理解釈原則を揺さぶる最高

裁のかかる姿勢を所与とすれば，効果的な対抗手段のあり方よりは，非文言解釈の限界を

踏まえた租税法律主義の要請に適う対処の仕方を改めて問うことに意義があると考える。

米国では，我が国の租税法律主義の機能は，直接的には連邦憲法修正第５条のデュー・

プロセス条項に求められるが，経済的実体的デュー・プロセスに関する司法府の消極姿勢

を反映して，遡及立法の争点を除けば，租税法律主義の内在的要請に匹敵する法理につい

て正面から争う連邦租税判例は発見できない。「法の支配」若しくは三権分立の要請から，

あるべき租税法の解釈原則として文言解釈を演繹する議論も近時有力に主張され，連邦最

高裁判所における一定の影響力が指摘されてはいるものの，事案ごとの妥当な解決を目指

すコモンロー裁判の伝統から，立法経過ないし立法意図を含む文脈に重きを置いた非文言

解釈が支持される傾向が強く，かかる解釈が，裁判所による法創造の源泉を提供している。

米国でも，要件事実の認定レベルで，私法を根拠とする法律構成のやり直しはあり得ない

わけではないが，一般的否認法理としての判例法理の発達により，そのような立論による

否認の実益が少ない。

租税回避否認のための主な判例法理には，実質主義，事業目的の法理，見せかけ取引法

理，段階取引法理，経済的実質主義があり，いずれも Gregory判決が根源的判例又はオー

ソリティと位置づけることが可能である。従って，適用範囲も重複的で類似し，肝心な所

について曖昧である。近時，とりわけ注目されているのが経済的実質主義であるが，その

意味するところも裁判例・法案・学説ごとに相違が見られる。それでもそれは，「濫用的

取引からの租税便益を否定すべく働く最も客観的な司法創造法理」，或いは「納税者と内

国歳入庁によって最も容易に，客観的に，かつ一貫して適用されるもの」との評価（米財

務省）も見られる。９９年頃から，裁判例を精査しつつ，要件の明確化を通じた同主義の制

定法化が試みられてきており，最近では，その適用対象取引を限定する方向も打ち出され，

租税法律主義的な観点からは問題の少ない提案も見られるようになっている。同主義の要

件が，我が国で一般に理解されている一般的否認法理の要件と顕著に相違する部分は，取
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Ⅰ．はじめに

本稿の目的は，租税回避に対する米国司法上

及び立法上の対処の考察から，我が国での立法

論上及び解釈論上の示唆を得ることである。先

行研究の多い課題であるが１），以下では，米国

における租税法解釈の基本的態度及び課税要件

事実認定に当たっての私法との距離を確認した

上で，米国租税回避判例法理の展開と近時の立

法動向の整理・考察を通じ，この目的に接近し

たい。

近時の最高裁判決は，公平性を犠牲にすると

は考えられない外国税額控除制度を政策税制と

解して限定解釈を求め（最判平成１８年２月２３日），

組合経由の映画フィルムリースの事案では，未

稼働とは認定されない映画フィルムを「事業の

用に供していないもの」と解し（最判平成１８年

１月２４日），租税便益を否定した。文理解釈原

則を揺さぶる最高裁のかかる姿勢を所与とすれ

ば，効果的な対抗手段のあり方よりは，非文言

解釈の限界を踏まえた租税法律主義の要請に適

う対処の仕方を改めて問うことに意義があると

考える。

Ⅱ．米国租税法解釈適用の基礎

Ⅱ－１．合衆国憲法上の要請

合衆国憲法上，「何人もデュー・プロセスに

よらずして生命，自由もしくは財産を剥奪され

ない。何人も，正当な補償なしに私的財産を公

共の用のために収用されない。」（修正第５条）

とされる。そして，「合衆国の債務を支払い，

共同の防衛及び一般的福祉のために支出する目

的で，税，関税，賦課金及び消費税（taxes, du-

ties, imports, and excises）を課し徴収すること」

（第１条第８節第１項）を連邦議会の権限とし

た２）。我が国の憲法８４条と同旨の条文はないが，

租税法律主義に内在する民主主義的要請及び自

引参加前後での経済的地位の変動という客観的要件と，conjunctive分析の採用である。同

分析の機能に照らしてみると，少なくとも，適用対象を明示しない同分析は，我が国への

応用は困難と考える。

我が国において同種の立法的対応を検討する際の課題として，どのような租税回避の仕

組みが存在する（してきた）かに関する情報収集，租税回避の温床となる制度上の歪みの

発見と除去，租税回避の流布により喪失した税収及び課税の公平に関する定量的分析，ペ

ナルティ及び開示を含む手続的対処の可能性の吟味，を挙げた。向かうべき方向は，租税

法律主義の要請を満たした上で，法の趣旨に即した租税便益の供与を達成することである。

そのためには，中・長期的な目標として，立法資料の充実とその積極的開示が望まれる。

１）例えば，金子（１９７８）；岡村（１９９５）；岡村（２０００）；中里（２００２）；渡辺（２００２）；渕（２００３）；本庄（２００３）；
岡村（２００５）；森信（２００５）等がある。

２）連邦憲法上の財政・租税に関する定めについては，Dam（１９７７）が参照できる。
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由主義的要請，行政府の恣意性からの保護，さ

らに連邦税に関する租税公平主義の要請は，デ

ュー・プロセス（以下，DPと略す）条項が根

拠となる３）。もっとも，現在では，社会経済立

法には強い合憲性の推定が認められ，財産権・

経済的自由は殆ど最高裁の保護を受けていな

い４）。経済的実体的 DPの最盛期に厳しく憲法

適合性が審査された時期でさえ，裁判所は，連

邦所得税を監視するために DP条項を用いるこ

とは決してなかったという５）。なお，「すべての

関税，賦課金及び消費税（all duties, imports, and

excises）は，合衆国を通して均一でなければな

らない」（第１条第８節第１項）が，連邦所得

税にはこの「均一性（uniformity）」要件は機能

していない６）。

租税法律主義の構成原理に対応する米国法上

の法理としては，授権法理（delegation doctrine），

あいまい性ゆえに無効の法理（void−for−vague-

ness doctrine），私権剥奪法（bills of attainder）

の禁止，事後法（ex post facto legislation）の禁

止，権限踰越（ultra vires）の法理等が含まれ

るが，これらのうちで，事後法の問題７）を除け

ば，現に連邦租税が DP条項違反かどうかの争

点を正面から扱う裁判例は発見できない８）。財

務省規則への委任の問題に関しても，「現在の

最高裁判所では，授権法理の現代的な意味が大

きいとは考えられていないようである。このこ

との租税法に対する意義は，かなり自由度のあ

る規則制定権限の財務省への委任という昨今の

立法技術が司法の審査に耐えうるであろう，と

いうことである９）」。学説には，むしろ制定法で

あまりに詳細な規定を置くことで，却って，連

邦憲法上認められている租税政策過程における

執行府の動態的役割（連邦憲法第２条第３項）

を連邦議会が奪いかねないという意味で，憲法

上の問題点を指摘するものすらある１０）。恐らく，

かかる主張の基礎には，行政国家としての米国

の現実を見据えた上で，立法府は，制定法上専

ら立法の目的と，その実施のための戦略を規定

するのみとし，細目としての準則は，執行府に

よる定立に委ねるべき旨の考え方１１）がある。

いずれにせよ米国は，制定法では基本的に個

別的否認規定（その要件自体は一般的であるが）

の積み重ねによって対処してきているのであり，

一般的な租税回避否認の法理は，判例法理とし

て展開されてきたものである。かかるある種の

不一致に対しては，立法府による「法の支配」

への信念が，司法府の法創造によって崩されて

いるという見方もできるのではないか，という

疑問が生じる。この疑問は，事件ごとのコモン

ロー裁判のあり方を問う大きな問題に通ずる。

Vanistendael教授は，かかる判例法理の発展に

つき，「事実と準則の解釈において，良識（com-

mon sense）が重要な役割を果たすというコモ

ンローの法的分析の伝統と恐らく関わりがあ

る１２）」と指摘する。そして，このような疑問に

対する立場の相違が，以下の如く，租税法解釈

の基本姿勢を二分している。

３）See Rubin（１９８９）,４０７; Simon（１９９１）,１０４８－１０４９. 松井（２０００）１３０頁・註４（Bolling v. Sharpe,３４７U.S.

４９７（１９５４）を参照）。
４）松井（２０００）６頁。
５）Bittker & Lokken（１９９９）, １−２８. See also Bittker（１９８７）,１１－１２.

６）See Cahn（１９４３）,８００－８０１; Bittker（１９８７）,１１.

７）Bittker & Lokken（１９９９）, １−３１to １−３５. 高橋（２００３），８５頁以下参照。
８）これらの法理に関する文献については，See Rubin（１９８９）,３７０, n. ４.

９）Simon（１９９２）,２４８.

１０）See Simon（１９９１）,１０２１－１０３９.

１１）Rubin（１９８９）. See Simon（１９９１）,１０１５ n.３３.

１２）Vanistendael（１９９７）,１４４.
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Ⅱ－２．租税法解釈のあり方をめぐる議論

米国租税法解釈の立場の違いは，１）立法経

緯や立法意図（より広義には文脈）を重視する

立場（意図主義ないし目的主義）と，２）文言

解釈を重視する立場（文言主義）に大別でき

る１３）。いわゆる「明白な意味（plain meaning）」

アプローチは，概して用語が曖昧でないときに

利用され，裁判所は，立法経緯等よりも，文言

それ自体の意義に依拠すべしとされる。この解

釈方法は，文言主義の考え方と密接に関連して

いる１４）。ただし，租税法を刑罰又は没収に関す

る法律と同視する厳格解釈の実務は，１９世紀を

通じて全盛であったが，今日では殆ど支持され

ていない１５）。逆に，所得税上の控除項目であれ

ば，それは「立法上の恩恵（legislative grace）１６）」

とされ，納税者に対し厳格に解釈される傾向さ

えある１７）。

一般に，租税法の文脈に限らず，個別事案ご

とのコモンローのアプローチをとる裁判官は，

文言それ自体よりも立法意図を条文から発見す

ることが裁判所の使命であると考え，他方，文

言主義者は，そのような解釈方法は，裁判所に

過大な法創造権限を与えるものであり，法の支

配が，裁量の支配に転換されかねないと懸念す

る１８）。現職の連邦最高裁判所判事では，Stevens

判事と Scalia判事が，それぞれ前者と後者の代

表格と目されている１９）。無論，租税回避否認法

理を含む判例法理は，意図主義の下でより生成

・発展しやすい。現に，８６年の Scalia判事の任

命以後，連邦最高裁判所は実質主義を根拠とす

る判決を下していないとされ，下級裁判所にお

ける非文言主義の優位との対立が示唆される２０）。

のみならず，同判事の考えに強く影響を受けた

下級審の租税判決も出てきている２１）。このよう

な司法府のある種の勢力変更も，近時の一般的

否認規定の制定法化を促している。次段落で，

Scalia判事の議論を手短に要約する。

米国の司法制度においては，連邦最高裁判所

の判決は，その結果のみならず分析方法までも

が判例として従われるため，裁判所が，その分

析を事実に即して行うか，それとも原理的に行

うかで，将来の事件への影響力を自由に決める

ことができる。後者がより大きな法創造的効果

を発揮する２２）。一般化された法準則には，将来

の予測可能性に資する利点はあるものの，あら

ゆる事実に完璧に適合するわけではないから，

事実に即した分析に基づく判決を行っておくこ

とで，将来の裁判に裁量を残しておく２３）。これ

が，事案ごとに判断するコモンロー・アプロー

チの利点であり，法創造は小さくなる２４）。とは

いえ，実際には，このような判断も，裁判官は

基準がなければ下しようがない。かといって，

恣意的な判決を抑制するために判決で準則を打

ち立てるべきというのは矛盾であり，裁判官が，

生の事実から準則を創造することもできず，「連

邦議会又は連邦憲法の定める文言（text）の中

１３）See Caron（１９９４）５３９－５４０.

１４）Heen（１９９７）,７７２.

１５）Bittker & Lokken（１９９９）, ４−２５to ４−２６.

１６）Interstate Transit Lines v. Commissioner,３１９US５９０,５９３（１９４３）（citations ommited）.
１７）Bittker & Lokken（１９９９）, ４−２６.

１８）Popkin（１９９２）,１１３４（citing Kaiser Aluminum & Chem. Corp. v. Bonjorno,４９４US８２７,８５７（１９９０）（Scalia, J.,

concurring））. 文言主義に関する研究として，平川（２００５）参照。
１９）See Popkin（１９９２）,１１３３－１１４０.

２０）Madison（２００３）,６９９－７０２.

２１）See, e.g., Coltec Indus. v. United States,６２Fed. Cl.７１６（２００４）. See Joint Committee on Taxation（２００５）,１６.

２２）Scalia（１９８９）,１１７７.

２３）Scalia（１９８９）,１１７７.

２４）Scalia（１９８９）,１１７９.
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に，その何らかの根拠を発見せねばならない。

…非常に曖昧で一般的な文言ですら，何らかの

正確かつ原則的内容を与えられないことは滅多

になく，それがまさに，裁判所の創造の本質で

ある２５）」。もっとも，これは，上訴裁判所が，

状況全体に照らして判断すること（totality of

the circumstances approach）を要求するもので

はない。それは事実の発見に足を踏み入れてい

るに過ぎず，そのような考慮は，第一次的に立

法府が行うものである２６）。問題の性質が許す限

り，憲法上の要請である法の支配（rule of law），

準則による法（the law of rules）が拡張されるべ

きであり，上訴裁判所の裁判官は，事実発見と

法解釈との区別を意識せねばならない２７）。法解

釈においては，文言に客観化された立法者の意

図を発見すべきであって，その実際の意図や主

観的な意図ではない。これが，民主主義の理念

に支えられた権力分立の要請に適う解釈であ

る２８）。

もし制定法の解釈に関する Scalia判事の著作

だけを読めば，これ以外にどんな解釈方法があ

りうるのかと思うかもしれない２９）と言われるよ

うに，正論に聞こえる（文言の強調は，租税法

に特に向けられたものではない）。もっとも，

文言主義者は，連邦最高裁判所において多数派

というわけではない３０）。立法者意図の発見を重

視する立場からは，文言主義は大陸法的なアプ

ローチと映る３１）。Popkin教授によれば，コモン

ローにおける法律用語は有機的であり，本文の

経緯，現代の価値観そして適用する事実を含む

文脈の豊富な概念作用から意味を取り込むもの

であって，この有機的・文脈的性質は，立法者

の定めた一般準則が，裁判を通じて発展してい

くことを要求しており，裁判所の法創造の機能

へと繋がるのである３２）。他にも，文言主義に批

判的な研究成果あるいは意図主義的な立場を取

る議論は少なくない３３）。意図主義者は，概して，

立法意図の発見作業は，文言を越えうると見て

いる。そしてその越えうる範囲に関し，委員会

報告書等の立法経過をどの程度の重視した解釈

をすべきか，制定法全体の構造（広い意味での

文脈３４））をどの程度考慮するか，といった点に

論議が深められている３５）。ただし非文言主義の

強調と立法経緯の重視とは必ずしも一致しない。

例えば，制定法には過度に詳細な準則を書くべ

きではないとの立場からは，委員会報告書への

過剰な依存は，選挙されない立法府職員によっ

て執行府や裁判所の手を縛るのを認めることと

なり，憲法上許されないと指摘３６）される。

なお，学説において，我が国における借用概

念と固有概念の区分に若干類似するものとして，

当該制定法それ自体の用語と，外界から取り入

れた用語の区別が指摘されることがある３７）。こ

れには批判的見解もあり３８），このような区分自

体が，租税法解釈における一般的了解事項であ

るとは考え難い。

２５）Scalia（１９８９）,１１８３.

２６）Scalia（１９８９）,１１８３.

２７）Scalia（１９８９）,１１８７.

２８）Scalia（１９９７）,１７.

２９）Madison（２００３）,７０３.

３０）Heen（１９９７）,７７３.

３１）Popkin（１９９２）,１１３４（citation ommitted）.
３２）Popkin（１９９２）,１１７１（references omitted）.
３３）See e.g., Zelenak（１９８６）；Livingston（１９９１）；Popkin（１９９２）；Geier（１９９５）；Livingston（１９９６）；Heen（１９９７）.
３４）See e.g., Zelenak（１９８６）,６３７.

３５）See generally Caron（１９９４）,５３１－５５４.

３６）Simon（１９９２）,２５６.

３７）Isenbergh（１９８２）,８７９.

３８）Smith（１９９９）, ９.
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Ⅱ－３．要件事実の認定と私法

特に，州ごとに相違しうる私法上の評価を通

すのかが問題となるところ，この点も立法者意

図に従う旨を述べる Note３９）は存するものの，そ

の在り方について踏み込んでいる研究は少ない。

要件事実の認定と法の解釈との区別の必要性は，

例えば，Paul氏による古典的書籍４０）で論じられ

ていた。それによれば，事実が争われている租

税回避のケースにおける問題の本質は，納税者

が行ったと主張することを真に行ったか，取引

の各段階を実際に当該納税者は経たのか，であ

り，答えが肯定であれば，租税回避は成功とさ

れる４１）。そのためには，動機とは関わりなく，

納税者が選択した法形式に従った帰結を，将来

も，利益と不利益を含めて受容しているのかと

いう点をクリアせねばならない４２）という。また，

１９４３年の Cahn論文は，原則として，歳入長官

が州法上の無効を主張しても，裁判所は，履行

済みの取引の効力を認めるが，裁判例を参照し

つつ，より広く，取引の性質決定を攻撃するた

めに，歳入長官が既履行売買に関し詐欺防止法

に依拠することが許される場合もあると述べ

る４３）。

この問題は，近時，取引の「構成のやり直し

（restructuring）」等を行いうるのか，という問

題の下に議論される４４）。そこでは，契約解釈に

関する「口頭証拠の法則（parol evidence rule）」

に従い，課税庁も（納税者も）最終的に有効に

成立した合意に含まれない当事者の交渉の証拠

や事前の理解を持ちこむことを禁じられるのか，

という問題提起も見られる４５）。契約解釈をする

ために，課税庁が当事者の過去の交渉や理解の

証拠を提出する場合には，問題となるのは州法

上の合意の法的効力であるから，口頭証拠法則

が適用可能な州法の下で，事前合意の議論の使

用が認められるかどうかを判断すべきであると

される４６）。このような議論の延長線上で考えれ

ば，租税回避への対処を，法律構成のやり直し

によって達成しようとする範囲では，やはり州

の契約法が関わってこよう。例えば，通謀虚偽

表示による対処との比較で興味深いのは，詐欺

的譲渡（fraudulent conveyance）等との関係で

あるが，州法と連邦所得税法との結合には慎重

な議論４７）も見られる。いずれにせよ，判例法理

があるため，要件事実の認定に限定して租税回

避に対処する必要性は乏しい。

３９）Note（１９５９）,１３５１. 現に，過去の州裁判所の判断が，租税裁判では無視される例に言及されている。See Note

（１９５９）,１３５１, n.１２.

４０）Paul（１９３７）,１３０－１５３.

４１）Paul（１９３７）,１３０－１３１.

４２）Paul（１９３７）,１３６－１４１.

４３）Cahn（１９４３）,８１９－８２０. ただし，そこで参照されている裁判例は，夫婦間の対価が賭け金で契約が州法上
違法であり強制力を有しないがゆえに，夫から妻への対価の支払いを贈与であると認定し，損失の控除を認
めなかった Calston v. Burnet事件（５９F. ２d８６７（App. D. C.１９３２）），州法上，妻が夫と契約することを許容
していなかったところ，妻から夫への融資に関し夫が妻に支払った利子の控除可能性が争点となり，先例を
引きつつ，契約が履行済みであり詐欺が明らかでなければ，夫の所得の計算上，その控除可能性が許容され
ると判示した Shapiro v. Commissioner事件（２９B.T.A.１０１２（１９３４））等である。

４４）See Bittker & Lokken（１９９９）, ４−５９to ４−８３; Hariton（１９９９）,２３８－２４１.

４５）Bittker & Lokken（１９９９）, ４−６０. 口頭証拠の法則とは，契約締結以前の証拠を書面によるものも含めて排
除する原則であり，契約解釈の名の下に意味の持込み・押しつけをできるだけ避けようとする態度の表れで
あると理解することができる。樋口（１９９４），１５８－１５９頁参照。

４６）Bittker & Lokken（１９９９）, ４−７６to ４−７７.

４７）Moore（１９８９）,７０１, n.２０５. 事業上のものではないが，離婚の州法上の評価が絡む興味深い裁判例として，
Boyter v. Commissioner,６６８F. ２d１３８２（４th Cir.１９８２）がある。
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Ⅲ．判例法理の展開

Ⅲ－１．概説

米国の判例法理の展開を知る上で，Gregory

判決は根源的な基礎を提供している。同判決は，

事業目的の法理（business purpose test）４８）のみな

らず，実質主義（substance−over−form doctrine）４９），

見せかけ取引法理（sham transaction doctrine）５０），

さらに経済的実質主義（economic substance doc-

trine）５１）に関する根源的判例と目される。それ

を段階取引法理（step transaction doctrine）のオ

ーソリティと見ることも可能である５２）。ここか

ら，各法理の共通的，重複的性格が見て取れる。

Gregory後の連邦最高裁の主要判例には，Knetch

判決及び Frank Lyon Co．判決等が含まれる。

Ⅲ－１－１．Gregory v. Helvering（２９３US４６５

（１９３５））

非認識の分割型新設分割と清算分配（株主に

長期譲渡所得課税）を通じ，移転資産の含み益

に係る譲渡所得とその分配に係る配当所得への

二重課税を回避し，一回限りの長期譲渡所得課

税で済ませようとした事案である。１９２８年歳入

法第１１２条（ｇ）は，「再編成（reorganization）の計

画の遂行において」なされた「再編成の当事者

たる法人の株主へ」分配された株式等に関する

非認識規定であり，ここでの「再編成」該当性

が争点である。第一審租税訴願庁（２７BTA

２２３（１９３２））は，文言主義的なアプローチから，

納税者を勝訴させたが，第二巡回区連邦控訴裁

判所（６９ F.２d８０９（２d Cir.１９３４））の Learned

Hand裁判官は，意図主義的な解釈をとり，「こ

れらのすべての段階は真実のもの（real）であ

るが，唯一の欠陥は，取引が，いずれか又は両

方の会社の事業の遂行の一部ではなく，それ故

見せかけ（sham）と見られる」と判示し，原

審を覆した。連邦最高裁判所（２９３US４６５

（１９３５））の Sutherland判事も同様に，意図主義

の解釈の下で，「判断すべき問題は，租税の動

機とは離れて，行われたこと （what was done）

が制定法の意図したことであったかどうかであ

る」とし，本件取引は，「制定法の明白な意図

の外にある」と判示した。

Ⅲ－１－２．Knetsch v. Unites States（３６４US

３６１（１９６９））

受取金利２．５％の繰延年金貯蓄債を保険会社

から購入するために，支払金利３．５％のノンリ

コースの手形で当該保険会社に支払った経済的

には不合理な投資であるが，手形の金利が１２月

に１年分まとめて支払われ，その金額を控除す

ることによる課税繰延のメリットのみで成り立

つスキームであった。しかも，前払金利分が当

該保険会社から追加融資されていたことから，

年金支払いの基礎となる金額も実際には僅かで

あった。３９年歳入法典２３条（ｂ）及び５４年歳入法典

１６３条（ａ）にいう「債務（indebtedness）に関し当

該課税年度に支払われ又は生じたすべての利

子」該当性が争点である。

連邦最高裁判所における争点は，「債務」該

当性，見せかけ（sham）か，後の歳入法典２６４

条（ａ）（２）の改正の立法意図如何であった。Brennan

判事は，Gregory判決の「行われたこと（what

was done）」の基準に照らし，実際の支出（前

払金利－追加融資額）で何を得たかを問う中で，

追加の融資により年金・保険金支払いの基礎と

４８）Bittker & Lokken（１９９９）, ４−４５.

４９）See Moore（１９８９）,６６２; Olson（１９９５）,８１９; White Paper（１９９９）,４７.

５０）Moore（１９８９）,６６０; Fuller（１９６３）,３６６（citing Helvering v. Minnesota Tea Co.,２９６U.S.３７８,３８５（１９３５））.
５１）Patton（２００２）,５０９（citing Isenbergh（１９８２）,８６６）.
５２）Bittker & Lokken（１９９９）, ４−５２.
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なる正味金額が小さく，将来の満期保証額は虚

構（a fiction）になっており，「税額を減じるこ

と以外には彼の受益的権利に目に見える影響を

与えなかった」「なぜなら，租税の減額以上に

はこの取引から［納税者が］実現する実質を有

するものは何も存しなかったことが明白である

からである。」「租税以外の実質を伴う（with non-

tax substance）一回払いの保険料の年金取決め

は，あっておかしくない，しかし，今回の取決

めは見せかけ（sham）である。」と判示した。

なお，立法的対処が必要とする Douglas判事（他

２判事が同調）の反対意見がある。

Ⅲ－１－２．Frank Lyon Co. v. United States

（４３５US５６１（１９７８））

リースバック取引の買主（貸主）である納税

者（X）の減価償却費及び第三者からの借入金

に係る支払利子の控除可能性が主な争点で X

が勝訴した事件である。課税庁は，Xは導管に

過ぎず，一連の取引を金融取引として控除を否

定した。売主（借主）は州銀行で，建設中の本

部建物等に関し，州法上の利払い上限の規制が

あり，さらに銀行の不動産投資に適用される連

邦準備制度理事会の事前承認が受けがたいこと

が判明したことから，リースバックを考案し，

規制当局の承認を受けた。州銀行と Xは，こ

の建物の売買・リース契約とともに，土地のリ

ース契約も締結した（土地リースの契約期間は

建物リース期間よりもかなり長かった）。建物

賃料は，Xの元利弁済額と完全に一致していた。

リース期間中，銀行には建物の購入選択権があ

り，行使価格は Xの借入金未弁済額と初期投

資額（６％複利を加算）の合計であった。適用

条文は，５４年歳入法典１６７条（減価償却）と同

１６３条（ａ）（利子控除）である。第一審で X勝訴，

第二審がこれを覆していた。

連邦最高裁判所の Blakmun判事は，形式的

に所有権を移転しても譲渡人が重要な支配を及

ぼしている限り，所有権に帰する課税の発生は

移転しない旨述べ，「この実質主義（substance−

over−form）を適用するに際し，連邦最高裁判

所は，当事者の採用する特定の形式ではなく，

取引の客観的な経済的実体（objective economic

realities）を検討してきた」ことを確認した。

そして，州・連邦の規制の存在，納税者の実質

的なリスクの負担，土地のリース賃料債務は残

る点，納税者が建物を自由に処分できる点，分

散投資という動機など，数多くの事実を列挙し，

「事業上又は規制上の現実によって余儀なくさ

れた，租税回避の特徴によってのみ形成される

のでない経済的実質を有する真の多数当事者取

引がある場合には，政府は，当事者が行った権

利義務の配分を尊重すべきである。」と判示し

た（White判事，Stevens判事の反対意見があ

る）。

このケースは明文の用語の解釈を正面から争

ったというより，課税上融資取引として扱う旨

の課税庁の主張が容れられなかった事案と解さ

れる。事実密着型の判決文になっているのは，

この点を反映していると思われる。

Ⅲ－２．各法理の概要と展開

Ⅲ－２－１．実質主義（substance-over-form）

納税者の選択した取引の形式と実質とが食い

違い，それにより課税上の帰結が相違する場合

には，この判例法理に基づき，実質すなわち「取

引の客観的な経済的実体」（Frank Lyon判決）

に従って，租税法上取引の性質決定をやり直し

て課税されることになる。一般的な司法実務で

は，他の法理と組み合わせてこの法理に言及さ

れるとされるが，裁判所の混乱から有用な一般

的概念を抽出するのは不可能に近いとされる５３）。

Ⅲ－２－２．見せかけ取引（sham transaction）

第１１巡回区連邦控訴裁判所の Johnson裁判官

によれば，「見せかけ取引法理に基づけば，裁

判所と歳入長官は，取引の形式を越えて観察し

なければならず，…もし，取引の形式は制定法

の控除の要件に合致するが，当該取引は，形式

が表示する事実上の実質又は経済的実質を欠く

５３）See Bittker & Lokken（１９９９）, ４−３５to ４−３７.
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ならば，当該取引と関連して生じる費用又は損

失は控除しえない５４）。」この法理も漠然として

おり，Knetsch判例，Frank Lyon判例における

言及の仕方を見ても，「実質を有しない取引」

の言い換え，あるいは結果の命名５５）ではないか

と思われる。タックス・シェルター（以下，TS

と略記する）白書は，この法理に特別の説明を

加えておらず，これが法理（doctrine）と呼ぶ

に値するかどうか微妙であると述べる論者もあ

る５６）。文言主義的な立場をとる Isenbergh論文

は，「『見せかけ取引』法理は，名称が決定要因

ではないということ以上の何ものでもない」と

いい，それが事実問題であることを示唆した上

で５７），租税法に限らず「あらゆる法に共通する

考え方」であるとする５８）。だが，Gregory事件

で Learned Hand裁判官が，「真実のもの（real）

であるが，…見せかけ（sham）」と述べており，

これに Knetschの判旨を合わせて読む限り，私

法上有効な法形式がもたらす帰結に納税者が現

に従っていても，見せかけと評価される場合が

あることになる（この場合は明らかに仮装より

広い）。この法理の排除と他の法理による代替

を主張する学説５９）もある。

この概念の下位範疇も提唱される。例えば，

第１１巡回区連邦控訴裁判所の Johnson裁判官は，

Kirchman v. Commissioner事件において，裁判

所が見せかけ取引に関し二つの基本的なタイプ

を識別してきたと述べ６０），その第一が，「事実

において見せかけ（shams in fact）」であり，こ

れは「決して生じない取引」であって，「書面

上創出されたが決して生じなかった取引」であ

るとする。他方，「実質において見せかけ」と

は，「実際に生じた取引であるが，形式が表示

する実質を欠く取引」であり，Gregory事件で

問題となったのは，後者であると指摘するが，

これに関しオーソリティの引用はない。上述の

Isenbergh論文の「見せかけ」が「事実におい

て見せかけ」に，Learned Hand裁判官の「見せ

かけ」が「実質において見せかけ」にそれぞれ

対応すると考えて大過はないであろう。

なお，Kirchman判決において，幾つかの下

級裁判所が，「見せかけ」かどうかを，経済的

実質主義と事業目的という二つの基準に焦点を

当てて判断したことが指摘される６１）。例えば，

Rice’s Toyota World Inc. v. Commissioner事 件６２）

（中古コンピュータのリースバック。買主はそ

の購入資金も売主から nonrecourse手形と re-

couse手形を振り出して調達していた。）で，

第４巡回区連邦控訴裁判所は，Frank Lyon判

決の要請を，事業目的と経済的実質の二段階で

（disjunctive分析（後述）として）捉え，それ

ぞれに関し，納税者（買主／貸主）の利益動機

と利益の合理的可能性という基準で検討を加え

た６３）。そして，主観的にも客観的にも租税以外

の利益に動機づけられていないとして取引を見

せかけとする租税裁判所の判断を支持した。減

価償却費については，nonrecourse債務に係る

金額は，「真実には（truly）コンピュータに投

５４）Kirchman v. Commissioner,８６２F. ２d１４８６,１４９０（１１th Cir.１９８９）.
５５）shamに対する先行研究上の訳語は統一を欠く。例えば，「仮装」（浅沼（１９６９）４０頁，本庄（２００３）１８０頁），
「不真正」（岡村（１９９５）３５４頁），「虚偽」（岡村（２０００）１３頁，渕（２００３）１０４頁），「偽装」，「見せかけ」（川
田（２００２）５４頁）などである。渡辺（２００２）１４０頁注６０の指摘を参照。本稿では，この概念の曖昧さ，拡張
性も考慮して「見せかけ」と訳出した。

５６）Comment（２００２）,５０６.

５７）Isenbergh（１９８２）,８６５.

５８）Isenbergh（１９８２）,８６５.

５９）Moore（１９８９）,６６０.

６０）Kirchman v. Commissioner,８６２F. ２d１４８６,１４９２（１１th Cir.１９８９）.
６１）８６２F. ２d at１４９２.

６２）７５２F. ２d８９（４th Cir.１９８５）, aff’g in part, rev’g in part,８１T.C.１８４（１９８３）. 岡村（２０００）２０－２２頁参照。
６３）７５２F. ２d at９１－９２.
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資されなかった」が故に，また，recouse手形

に係る部分も，「手形は財産への投資を表して

いなかった」が故に，否定された６４）。また，利

子に関し，recourse債務は経済的実質があると

して，その利子控除が許容されている（この点

は租税裁判所判決６５）を覆した）。このような判

断の前提として，１）「見せかけ取引法理」の

下で，一連の取引のうち経済的実質を有する部

分とそれがない部分とに区分が可能であり６６），

２）Frank Lyon判決の示唆として，租税回避

が動機であっても，経済的実質があれば，取引

は否認されない６７）という理解がある。recourse

債務の利子控除の許容は，利益の合理的可能性

のみでは説明し難い部分である。

Ⅲ－２－３．段階取引法理（step transaction

doctrine）

この法理の下で，二以上の形式上は別の取引

段階が，実質上は，統合され，相互依存的であ

り，かつ特定の最終目標に焦点が絞られていれ

ば，まとめられて一つの取引として取り扱われ

る場合がある６８）。リーディングケースとして参

照されるのは，Court Holding Co．事件の連邦

最高裁判所判決６９）である。納税者たる法人は，

係争年度においてその発行済株式のすべてを二

人の個人（夫婦）株主に保有されており，当該

法人の唯一の資産である建物の販売について，

その賃借人等と交渉し，販売の条件等について

口頭で合意したが，結局この合意は文書化され

ず，当該法人に生じる多額の所得税負担を回避

することのみを目的として，当該法人は清算し

て株式を償還し，当該建物を当該株主に移転す

るという「清算配当（liquidating dividend）」を

宣言し，実施された。そして当該個人株主から，

当該賃借人の姉（妹）に，事前の口頭合意と同

様の条件で建物が譲渡された。この譲渡の１ヶ

月半前に法人に支払っていた対価が，この購入

代価の一部に充当された。歳入長官は，譲渡所

得に関する当時の歳入法典２２条の下で，当該法

人から直接当該賃借人の姉（妹）に資産が譲渡

されたものとして扱うべく更正処分を行った。

租税裁判所７０）は，課税処分を支持したが，第五

巡回区連邦控訴裁判所７１）がこれを覆した。だが，

連邦最高裁判所は以下のごとく判示して，租税

裁判所の判断を支持した。「租税負担は，取引

の実質に依拠する。…取引は，全体として見ら

れなければならず，交渉の開始から販売の完了

までの各段階が関連性を有する（relevant）。あ

る者による販売は，権原を移転する導管として

別の者を利用することで，租税目的上当該他の

者による販売に変容され得ない。納税義務の変

動のみを目的として存在する単なる形式主義に

よって，取引の真の性質の隠蔽を許容すること

は，連邦議会の租税政策の効果的な執行に重大

な害をもたらす」。

段階取引法理に関し，裁判所は三基準を発展

させてきた７２）。まず，最終結果基準（end result

test）は，「直線の道の終わりにある所与の結果

は，迂遠な道（devious path）に従って到達し

たからといって異なる結果となるものではな

い７３）」というMinesota Tea Co．連邦最高裁判

６４）「減価償却は，財産の所有権ではなく，むしろ財産に対する投資によって根拠づけられる」と述べる裁判
例（Estate of Franklin v. Commissioner,５４４F. ２d１０４５,１０４９（９th Cir.１９７６）（citation omitted）等を参照して
いる。

６５）Rice’s Toyota World, Inc., v. Commissioner,８１T.C.１８４（１９８３）.
６６）７５２F. ２d at９６.

６７）７５２F. ２d at９６.

６８）Bittker and Lokken（１９９９）, ４−４８.

６９）Commissioner v. Court Holding Co.,３２４U.S.３３１（１９４５）.
７０）Court Holding Co. v. Commissioner, ２ T.C.５３１,５３７－５３９（１９４３）.
７１）Court Holding Co. v. Commissioner,１４３F. ２d８２３,８２４－８２５（５th Cir.１９４４）
７２）以下の三要件に関する記述は，Knight & Knight（１９９１）,１００－１０３に依る。
７３）Minnesota Tea Co. v. Helvering,３０２U.S.６０９,６１３（１９３８）.
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決の言及を反映している。相互依存基準（inter-

dependence test）によれば，個々の取引が，「一

つの取引がもたらす法的関係は一連の取引の完

遂がなければ実りのないものとなってしまうほ

どに相互関連的である７４）」かどうかが検討され

る７５）。最後に，拘束的関係基準（biding commit-

ment test）は，「もし，ある取引が『第一段階』

であると性質決定されるならば，後の段階を経

る拘束的関係が存するに違いない」と述べる

Commissioner v. Gordon連邦最高裁判決７６）が根

拠と目されている。段階取引法理は，その不明

確さゆえに多くの懸念をもたらしてきたが，そ

の脅威は弱まっているとされる７７）。

Ⅲ－２－４．事業目的法理（business purpose

doctrine）

Learned Hand裁判官は，「Gregory v. Helvering

の法理は，商業上又は産業上の取引を記述する

租税制定法上の文言を解釈するに当たり，…課

税逃れ以外に動機がなく開始された取引は含ま

ないと理解すべきことを意味しているのであ

る７８）」と，後の判決で述べている。つまり，取

引に課税逃れ以外の目的が必要であるというこ

とである（複合的動機又は目的の要求）。この

法理への最大の批判が，専ら納税者の意図や目

的という主観的問題に依拠している点に向けら

れる７９）。加えて，第一の目的（the primary purpose）

が必要か，それとも主たる目的の一つ（a primary

purpose）で足りるのか，という程度問題の不

確実性も指摘される８０）。５４年歳入法典が，主た

る目的が租税回避でないこと等を，租税便益の

要件として条文上少なからず取り込んだ。これ

は事業目的法理を立法化したものと解すること

もでき８１），程度問題の指摘は，そのような具体

的な条文８２）の解釈にも当てはまる。文言主義的

立場からは，Gregory判決の応用性自体に疑問

が提起される８３）。近時，連邦請求裁判所は，経

済的実質主義の継続的な有効性に疑問を呈し，

「『歳入法典の遵守に過ぎないもの』を打ち負か

すべく『経済的実質』主義を使用することは，

三権分立に反する８４）」と述べている点が目をひ

く。

Ⅲ－２－５．経済的実質主義（economic sub-

stance doctrine）

経済的実質主義の意義について，TS白書は，

「この法理の下で，内国歳入庁は，取引の経済

的実質が，得られる租税便益に比して重要でな

いならば，当該租税便益を否定することができ

る８５）」と説明する。学説では，例えば，Smith

論文は，それを事業目的の法理と同視し又はこ

れが発展してきたものと捉えており，主観的な

動機と客観的な経済的実質のいずれもが考慮さ

れるという８６）。この両者の組み合わせとしてこ

７４）Redding v. Commissioner,６３０ F. ２d１１６９,１１７７（７th Cir.１９８０）（citation omitted）, cert. denied,４５０ U.S.

９１３（１９８０）.
７５）See Kingth & Knight（１９９１）,１０２, n.８５.

７６）Commissioner v. Gordon,３９１U.S.８３,９６（１９６８）.
７７）Knight & Knight（１９９１）,１０７.

７８）Commissioner v. Transport Trading & Terminal Corp.,１７６F２d５７０,５７２（２d Cir.１９４９）, cert. denied,３３８US

９５５（１９５０）.
７９）See e.g., Moore（１９８９）,６７９－６８０.

８０）Moore（１９８９）,６８０.

８１）Summers（１９６１）,３９.

８２）現行法上は，例えば，２６９条，２６９A条，３０２条，３０６条，３５５条，３５７条，３６７条，４５３条，４６７条等に，このよ
うな個別否認規定が見られる。See Gustafson（１９９７）,３５６－３５７.

８３）Isenbergh（１９８２）,８６８－８７０.

８４）Coltec Industries, Inc. v. United States,６２Fed Cl.７１６,７５６（２００４）.
８５）White Paper（１９９９）,５６.
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の法理を説明するのが支配的である８７）。Hariton

論文は，１）租税に動機づけられた一揃いの別

個の取引から便益が生じ，２）これらの取引が，

それを行わない場合との比較において納税者の

経済的地位（租税上の帰結を除く）に有意義な

変動をもたらさず，かつ，３）租税便益それ自

体が，それを生じさせる客観的準則に照らし不

合理であり，かつ正当と認められないものであ

ること，という三要件を満たす場合に，租税便

益が否定されるとした８８）。

経済的実質法理を採用した裁判例の一つに，

ACM Partnership v. Commissioner第三巡回区連

邦控訴裁判所判決８９）がある。本件で狙われたの

は，不確定割賦譲渡に関する準則（歳入法典４５３

条）の下で，売却の対価として不確定支払を受

ける資産の帳簿価額を，その支払期間にわたり

定額的に（本件では６分の１ずつ）割り当てる

当時の財務省規則（Temp. Treas. Reg. §１５a.４５３

－１（ｃ））であり，期間の最初の年度に多額の利

益を生じさせ，後に含み損が実現していく仕組

みが利用された。単純化して言えば，損失を利

用したい会社（Ｃ）（の子会社）が，タックス・ヘ

イブンの法人パートナー（外国銀行が設立）等

とともにパートナーシップ（ACM）を組成し，

当該 ACMが，出資を受けて保有していた預金

を使って債券（Ａ）（１７５百万ドル）を取得し，こ

の債券（Ａ）を，LIBORに依拠する不確定支払債

券（Ｂ）（現在価値３５百万ドル）と現金（１４０百万

ドル）を対価に金融機関へ譲渡して（この資金

で，金利低下による（Ｃ）のリスク等を考慮して（Ｃ）

発行済の長期固定金利債券を取得した），当初，

多額の利益を生み出し（現金部分が一度に計上

されるため），持分に応じその大部分をタック

ス・ヘイブンのパートナーに配賦するが，この

パートナーは後に持分を償還し，或いはそれを

（Ｃ）に譲渡したため，（Ｃ）が殆どすべての持分を取

得することとなり，ACMによる不確定債券の

売却から生じた残りの譲渡損失を受けることと

なって，過去の譲渡所得と繰戻通算した，とい

うものである。租税裁判所９０）は，この損失の控

除を否定する処分を支持した。

第三巡回区連邦控訴裁判所は，経済的実質主

義の下で，主観的な事業上の動機と，客観的な

経済的実質の両方が検討されるとしたが，「経

済的見せかけの調査のこれらの別個の側面は，

『堅固な二段階の分析』の独立した基準を構成

するのではなく，むしろ，租税上の帰結とは別

に，租税目的上尊重されるべき十分な実質を当

該取引が有しているかどうかの分析を特徴づけ

る関連ある要素を表しているのである９１）」とし

た。そして，本件では，この両方の意味で，「租

税目的上尊重されるべき十分な経済的実質を有

しなかった９２）」とする租税裁判所の結論を支持

した。まず，客観的な経済的帰結については，

債券（Ａ）の取得価額と同額の対価で譲渡し９３），債

券（Ａ）の取得から生じる利息は，その取得の直前

まで有していた預金の利息と大差なかった９４）と

する租税裁判所の認定を挙げ，「全体として取

引の連続を検討すれば，…これらの取引は，

ACMの正味の経済的地位に対し名目的で付随

８６）Smith（１９９９）, １.

８７）See Comment（２００２）,５０９. 但し，主観的要素を入れるかどうかは異論もある。Id. See also, Joint Committee

on Taxation（２００２）, ３. See generally, Bankman（２０００）.
８８）Hariton（１９９９）,２４１.

８９）１５７F. ３d２３１（３rd. Cir.１９９８）, cert. denied,５２６U.S.１０１７（１９９９）. 渕（２００３）１０５－１１３頁参照。
９０）７３T.C.M.（CCH）２１８９（１９９７）.
９１）１５７F. ３d at２４７（citations omitted）. なお，パートナーシップに対する濫用防止準則（Treas. Reg. §１.７０１
－２）は，本件係争年度後の９４年５月１２日以後の取引に適用される。See１５７F. ３d at２４７, n.２９.

９２）１５７F. ３d at２４８.

９３）１５７F. ３d at２４９.

９４）１５７F. ３d at２４９.
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的な影響しか有しなかった９５）」と判示した。要

するに，当初の預金（１４０百万ドル部分）が，

無意味な取引（債券（Ａ）の取得と譲渡）を通じて

現金に変化しただけで，経済的地位に変動がな

かったと認定されている。そして取引の真の性

格は，（預金の）３５百万ドルで概ね同額の不確

定支払債券（Ｂ）を購入したものであったとされ

た９６）が，これは上述の定額割当てルールの適用

要件に該当しない。また，資産の交換に関し損

失が認められた Cottage Savings判決９７）は，２４日

の間に取得と譲渡が同額で行われて会計上作り

出された「幻の損失（phantom loss）」が問題の

本件とは区別され９８），これらから客観的要件は

充足しないと判示された。次いで，主観的要件

については，１）暫定的投資（債券（Ａ）の取得），

２）利子率リスクに対するヘッジ（債券（Ｂ）の取

得は，（Ｃ）発行の債券取得に対するリスクヘッジ

であったとする主張），３）予想利益性，に区

分して検討された。１）について，「［債券（Ａ）］

への短期的投資は，…不確定割賦販売の租税上

の利益の追求によって動機づけられていた９９）」

とする租税裁判所の結論を支持した。２）に関

し，（Ｃ）債券の取得は，（Ｃ）自身の固定利率に関係

するリスクを減少させるが，債券（Ｂ）の取得は，

逆に ACMのリスクを高めており，ACMが主

張する目的（リスクヘッジ）をむしろ害する１００）

とした。つまり租税以外に目的のある取引とそ

うでない取引とは区別され，前者の存在が後者

を正当化することはないということである１０１）。

３）についても ACMが税引前の経済的帰結に

考慮を払わずに取引が計画・実施されたとして，

この主張も排斥した１０２）。

Ⅳ．判例法理制定法化の試み

Ⅳ－１．２０００年改正へ向けた動き

近時注目すべきは，１９９９年頃から活発化して

いる経済的実質主義の制定法化の動向である１０３）。

まず，２０００年改正に関する財務省の一般的否

認規定追加提案の現状認識と理由は以下のごと

くであった１０４）。歳入法典２６９条は，会社の支配

を取得する際の簿価引継ぎに関する個別否認規

定であるが，納税者が意義ある他の目的を主張

すると，これへの反論が実務上困難である。ま

た，経済的実質を欠く取引に対しては，事業目

９５）１５７F. ３d at２５０.

９６）１５７F. ３d at２５０－２５１.

９７）４９９U.S.５５４（１９９１）. 本件は，貯蓄金融機関の納税者による住宅ローン債権の交換取引に係る損失が，歳
入法典１００１条の下での実現損失とされ，１６５条（ａ）の損失として控除可能かどうかが争点である。歳入長官
は，１００１条（ａ）の解釈基準である「重要な相違（materially different）」があるかどうかは，譲渡資産と取得資産
とが経済的実質において相違することを要すること，また，１６５条（ａ）の下での損失の控除は，損失が経済的
実質を欠く場合には許容されない旨を主張したが，前者の主張については特に判断を示さず，また後者の主
張については，その依拠する判例が区別されるべきものとして，容れられず，損失の控除が許容されている。

９８）１５７F. ３d at２５１－２５２.

９９）１５７F. ３d at２５５.

１００）１５７F. ３d at２５５－２５６.

１０１）See Joint Committee on Taxation（１９９９）,１９５.

１０２）１５７F. ３d at２５７.

１０３）See generally New York State Bar Association Tax Section（２０００）: McMahon（２００２）; McMahon（２００３）;

Jackel（２００４）.
１０４）See Department of the Treasury（１９９９）,９７.
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的法理と経済的実質主義を取り入れた規則（例

えば，財務省規則§１.７０１－２）で対処して

いるが，殆ど税引前の経済的利益が見込まれな

い取引において租税便益を主張するケースも出

てきている。そこで，「租税回避取引（tax avoid-

ance transaction）」で取得された各種控除を否

認する権限を財務長官に与える規定の追加が提

案された１０５）。要約すれば，予測税引前利益と予

測租税便益とを現在価値ベースで比較して，前

者が重要でないとされれば，租税回避とされて，

否認されうるというのである１０６）。主観的要素は，

納税者に操作されやすいとして排除されてい

た１０７）。

もっとも，このような提案は，政府に過大な

裁量を認め，納税者への指針を欠く曖昧な規定

であるとの批判を受けた１０８）。TS白書は，これ

らの批判を踏まえた分析の結果１０９），租税回避の

定義を含め財務省提案を若干修正した（これが

翌年の改正提案に反映された）１１０）。また，下院

Dogget議員による，「非経済的租税属性」の否

認（歳入法典７７０１条（ｍ）の挿入）のための法案１１１）

も提出されたが，両院合同課税委員会は，ペナ

ルティの強化と開示の促進を含む手続面での対

応を勧告し，包括的否認規定の導入は，正当な

事業活動との区別が困難であるとして，勧告さ

れなかった１１２）。

Ⅳ－２．２００１年改正に向けた試み

財務省は，翌年の改正に際し，経済的実質主

義に基づく包括的な否認規定の導入を提案し

た１１３）。個別の立法改正は，制定法を複雑化させ，

納税者とプロモーターに報酬を与え続ける事後

的対処に過ぎず，裁判所での解決は，コストが

かかり判例法理の適用も裁判所ごとにばらつき

があるといった状況において，立法的解決の必

要性を説き１１４），中でも経済的実質主義を採用す

る理由として，それが「濫用的取引からの租税

便益を否定すべく働く最も客観的な司法創造法

理」であり，「納税者と内国歳入庁によって最

も容易に，客観的に，かつ一貫して適用される

もの」と述べた１１５）。そして，提言は，まず，前

年の改正提案で「租税回避」とされた前述の定

義と同旨の取引からの租税便益を否認するとし

た１１６）。次いで，金融取引に関しては，「資金の

提供を受ける納税者の租税便益の現在価値が，

資金提供者の税引前利益又は収益の現在価値を

超過する程度が重要である」場合に否認される

という提案を加えた１１７）。この提案には，判例法

理を適切に反映しておらず，利益を生まない取

引というだけで租税便益が否定されかねず１１８），

主観的要件を欠き，さらに「合理的に予測され

る税引前利益」の解釈が不明と批判された１１９）。

下院 Dogget議員の経済的実質主義に基づく

法案１２０）（７７０１条（ｍ）の挿入等）は，「（Ⅰ）取引が納

１０５）Department of the Treasury（１９９９）,９７－９８.

１０６）Department of the Treasury（１９９９）,９６.

１０７）White Paper（１９９９）,９７.

１０８）See New York State Bar Association（１９９９）,８９７－８９９.

１０９）See White Paper（１９９９）,９６－１０３.

１１０）See White Paper（１９９９）,１０３－１０５.

１１１）Abusive Tax Shelter Shutdown Act of１９９９, H.R.２２５５,１０６th Cong., １st Sess.

１１２）Joint Committee on Taxation（１９９９a）, ２.

１１３）See Department of the Treasury（２０００）,１２４－１２６.

１１４）Department of the Treasury（２０００）,１２５.

１１５）Department of the Treasury（２０００）,１２５.

１１６）Department of the Treasury（２０００）,１２６.

１１７）Department of the Treasury（２０００）,１２６.

１１８）New York State Bar Association Tax Section（２０００）,９４４－９４５.

１１９）New York State Bar Association Tax Section（２０００）,９４４－９４５.
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税者の経済的地位を（連邦所得税の効果とは別

に）意味ある態様で（in a meaningful way）変

動させ，かつ，（Ⅱ）納税者は，かかる取引に参加

する実質的な（substantial）租税以外の目的（non-

tax purpose）を有し，かつ，当該取引がかかる

目的を達成するのに合理的な手段である」とい

う二要件（実質的には三要件）を満たす場合に，

当該取引は経済的実質がある（否認されない）

とされた。加えて，特別準則として，納税者が

利益獲得可能性に依拠する場合でも，「（Ⅰ）当該

取引から合理的に予測される税引前利益の現在

価値が，当該取引が尊重されれば認められるで

あろう予測正味租税便益の現在価値との関係で

実質的（substantial）であり，かつ，（Ⅱ）取引か

ら合理的に予測される税引前利益が無リスクの

利益率を超過する」という二要件を満たす場合

のみ，経済的実質があるものとされた。さらに，

租税無差別当事者（tax−indifferent parties）（米

国で課税されない者等）が絡む取引には厳しい

対処が提案された。合同課税委員会は，手続面

での対応の強化を選好する姿勢を変えておらず，

「よく発達した判例法が十分に存するように思

われる１２１）」としていた。

Ⅳ－３．２００２年改正へ向けた試み

２００２年のある法案１２２）は，歳入法典７７０１条（ｍ）に

おいて，「経済的実質主義の明確化等」と題し，

その定義を行うものであり，前述 Dogget法案

に比して簡素な構成である。この提案では，租

税便益と税引前利益を現在価値ベースで比較す

るという要件が消え，Dogget法案同様，conjunc-

tive分析（つまり両方充足すれば否認されない）

が採用され，それと disjunctive分析（一方でも

充たせば否認されない）のいずれであるかに関

する巡回区ごとの連邦控訴裁判所の判断の不一

致を解消しようとした１２３）。

Ⅳ－４．２００３年以降の動向

その後，経済的実質主義の制定法化の提案を

含む法案が続いたが，同主義の立法化は見送ら

れてきている１２４）。ある合同課税委員会報告書１２５）

を見る限り，上述の２００２年法案の内容と本質的

な相違は発見できない。租税回避対処規定は増

税策の一つと目されることが関係しているのか

もしれない。

Ⅳ－５．２００５年両院合同課税委員会報告書以後

２００５年１月の合同課税委員会スタッフの手に

成る報告書１２６）は，上院財政委員会委員長の要請

を受けて，租税コンプライアンスの改善と租税

支出の改革のための選択肢を提示すべく作成さ

れた。提示された選択肢の一つが「TSの性質

を有する特定の取引に対する調査基準の明確

化」である。その中で，経済的実質主義を適用

対象取引（財務長官に取引の追加の裁量はある）

に限定して適用するという新しい提案を行った。

本提案は，一方で，巧妙になる租税回避に対す

る効率的な対応の必要性，経済的実質主義の不

明確性（この法理の妥当性それ自体に対し批判

的な裁判例の出現を含む）による予防的効果の

減退等を考慮しつつも，他方で，適用対象取引

（TSの特徴を有し，かつ裁判所がこの法理の適

用が妥当であると考えてきたもの）の限定によ

り，司法府の柔軟な対応を阻害する可能性と，

曖昧な要件の下でのこの法理の拡張的な適用に

対する懸念に応えようとしたものである１２７）。上

１２０）Abusive Tax Shelter Shutdown Act of２００１, H.R．２５２０,１０７th Cong., １st Sess. 岡村（２００５）２０６－２０８頁参照。
１２１）Joint Committee on Taxation（２０００）,２２.

１２２）American Competitiveness Act of２００２, H. R.５０９５,１０７th Cong., ２nd Sess. その技術的説明として，See gen-

erally, Joint Committee on Taxation（２００２a）.
１２３）Joint Committee on Taxation（２００２a）, ６.

１２４）See generally Gravelle（２００５）.
１２５）Joint Committee on Taxation（２００４）.
１２６）Joint Committee on Taxation（２００５）.
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述 Dogget法案の２要件を中核的内容としつつ

も，主観的要件からは「合理的な手段」の要件

が除かれており，提案意図は，租税以外の目的

が「実質的な（substantial）」ものであることを

要する点に関し，租税以外の目的と，納税者の

通常の事業又は投資活動との合理的関係を求め

ている１２８）。

この報告書の後にも，法案の提出は続いてい

る。例えば，Thomas下院議員法案１２９）では，経

済的実質を有する取引の要件は，Dogget法案

の２要件（実質３要件）で構成される。そこに

は適用対象取引の限定もない。

Ⅴ．手続的対処

Ⅴ－１．報告対象取引の開示

手続的対処には，２００４年の改正で簡素化され

た開示とペナルティの準則が含まれる１３０）。

報告対象取引の遂行に関する重要な助言者

（material advisor）は，５万ドル（自然人が租

税便益を受ける場合）又は２５万ドル（その他の

場合）を超過する総所得を直接・間接に稼得す

る場合には，取引を同定し説明する情報，租税

便益に関する情報，その他財務長官が定める情

報を，財務長官に申告せねばならない（歳入法

典６１１１条（ａ）（ｂ））。ここで報告対象取引（reportable

transactions）とは，財務長官が租税回避又は逋

脱の潜在性を有すると判断するが故に，申告書

にその情報が含まれるべき取引（歳入法典６７０７

A条）であり，指定取引，秘密取引，契約上の

保護を伴う取引，損失取引，財務会計との重要

な乖離のある取引，短期間資産保有取引，（例

外項目）がある（Treas. Reg. §１.６０１１－４（ｂ））。

指定取引（listed transactions）とは，報告対象

取引のうち，申告目的上租税回避取引として財

務長官が具体的に示す取引と同じか実質的に類

似するもの （（Treas. Reg. §１.６０１１－４（ｂ）（２））

であり，４０１（K）加速控除等７項目が指定され

ている１３１）。なお，報告対象取引の重要な助言者

は，全ての報告対象取引に関し，助言の他方当

事者の身元その他規則で要求される情報を含む

リストを７年間維持し，財務長官の要請に応じ

て調査に供さねばならない（歳入法典６１１２条）。

Ⅴ－２．ペナルティ

上記歳入法典６１１１条（ａ）の申告を期限までに行

わないか，又は虚偽若しくは不完全な情報の申

告を行う場合には，１）５万ドル，又は，指定

取引の場合には，２） a）２０万ドル若しくは b）

申告日前に指定取引に関し提供した助言等につ

き稼得した総所得の５０％（意図的な不作為又は

行為の場合は７５％）のいずれか大きい金額，の

ペナルティが課される（歳入法典６７０７条（ａ）（ｂ））。

また，上記歳入法典６１１２条のリスト維持を要求

される者が，財務長官の要請後２０営業日内にリ

ストをその利用に供さねば，合理的な理由のな

い限り，当該２０営業日後，１日当たり１万ドル

のペナルティが課される（歳入法典６７０８条）。

さらに，重要な事項につき虚偽又は不正の（false

or fraudulent）仕組みであることを知る又は知

りうべき販売者等には，１）１，０００ドル，又は

１２７）Joint Committee on Taxation（２００５）,２０－２１. 取引類型ごとの説明については，See Joint Committee on Taxa-

tion（２００５）,２２－２８.

１２８）Joint Committee on Taxation（２００５）,２１. 客観的要件では，投資者にリスクがない循環金融が疑わしい取引
例として言及されている。Joint Committee on Taxation（２００５）,２２.

１２９）Tax Relief Act of２００５, H.R.４２９７,１０９th Cong., ２d Sess.

１３０）これらについては，岡村（２００５）１９２－２０５頁参照。
１３１）http : //www.irs.gov/retirement/article/０,,id＝１１９５５１,００.html）で入手可能（２００６年６月２５日確認）。
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２）その販売から稼得される総所得の１００％，

のいずれか小さい金額の追加ペナルティが仕組

みごとに課される（歳入法典６７００条）。加えて，

１）指定取引，及び２）主たる目的が租税回避

又は脱税である報告対象取引（指定取引を除く）

については，増差税額の２０％のペナルティが課

され（歳入法典６６６２A条（ａ），（ｂ）），さらに，歳

入法典６６６４（ｄ）（２）（Ａ）の要件（適切な開示）を満た

さない報告対象取引については，ペナルティは

増差税額の２０％から３０％に増額される（歳入法

典６６６２A条（ｃ））１３２）。

Ⅵ．我が国での規制のあり方

Ⅵ－１．一般的否認規定消極論と経済的実質主

義

我が国での解釈適用上，租税回避に「仮りに，

否認を認める場合には，おそらく，その要件と

して，（１）当事者が選択した取引形式が異常であ

ること，（２）そのような異常な取引形式を選択し

たことにつき租税回避以外には正当な理由が認

められないこと，の二つが必要であるというこ

とになる１３３）」。一般的否認規定でも，これらが

典型的な要件になると考えられるので，これら

を，前記２００５年報告書における経済的実質主義

の二要件と比較してみたい。概ね，（１）が客観的

要件，（２）が主観的要件に匹敵する。

まず，（１）に関し，経済的実質主義は，取引参

加前後の経済的地位の比較を行っている。汎用

性ある租税回避商品としての属性の反映であろ

うが，この点だけをとれば，概して射程範囲を

狭める方向に働く。（２）に関し，「租税回避以外

の正当な理由」と「実質的な租税以外の目的」

という要件は，客観的な事実から納税者の「目

的」が合理的に推認される範囲では，適用不能

な要件とは言えまい。問題は，租税以外の目的

が「実質的な（substantial）」ものであるかどう

かである。２０００年報告書は，納税者の通常の事

業又は投資活動との合理的関係を求める。

次に，disjunctive分析（金子説引用部分。正

確には否定文と肯定文を入れ替えた上で否認さ

れない要件と読み替える必要がある。）か con-

junctive分析（２００５年報告書）かという違いが

ある。否認規定としては後者のほうが強力であ

る。両要件は元来「堅固な二段階の分析」の独

立した基準を構成するのではないし，論理的に

両分析に優劣を付けるのも困難である。そこで，

conjunctive 分析の提案趣旨１３４）とは別に，ここ

ではその機能を考えてみたい。具体的には，（Ａ）

客観的要件充足・主観的要件不充足，（Ｂ）客観的

要件不充足・主観的要件充足，の場合に，両分

析の結果に差が出る。

（Ａ）において，conjunctive分析なら取引の前後

で納税者の経済的地位は変動している租税回避

にも否認が及びうる。経済的実質主義の下での

客観的要件は上述のように限定的であるが，

conjunctive分析によりそこでの限定は意味を失

う。

より重要なのは（Ｂ）の方であり，納税者は租税

便益に一切関心がない場合でも，取引参加前後

で偶然に経済的地位に変化がなければ，conjunc-

tive分析の下で租税便益が否認されかねない。

だが，かかる否認が不合理であることは自明で

あるし，２００５年提案中の「例外」（７７０１条（ｎ）（３）

１３２）歳入法典６６６２Aに基づくペナルティは正当な理由があれば課されない（６６６４条（ｄ）（１））が，報告対象取引
については，それが適切に開示されていることが条件（歳入法典６６６４（ｄ）（２）（Ａ））とされる。

１３３）金子（１９７８）１９頁。
１３４）Dogget法案における conjunctive分析選好の理由・背景につき，岡村（２００５）２１０－２１１頁参照。
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（Ｂ））で多くは救済されよう。むしろ，主観的要

件の充足の主張への反論という困難な作業から

課税庁を解放し，客観的要件の不充足さえ説明

できれば，あたかも否認に値する租税回避の意

図が推認されるかのような効果を持ちうること

が重要であろう（事業目的法理の強化の側面）。

少なくとも適用対象取引の限定のない conjunc-

tive分析の採用は，我が国にはなじみ難いと考

える。

このように見てくると，２００５年提案における

対象取引の限定がいっそう重いものに思えてく

る。それでも，我が国で同様の否認規定の導入

を検討する前に，少なくとも以下の課題がある

と考える。

Ⅵ－２．我が国における課題の整理

第一に，我が国で，どのような租税回避の仕

組みが利用されている（されてきた）かの情報

収集が必須である。米国の制定法化の議論は，

裁判例等を精査して方向性を定めてきている。

租税回避の温床となる制度上の歪みを発見する

作業にも繋がる。第二に，そのような歪みの是

正を，第一次的な対処と位置づけるべきである。

事実上，特定の納税者のための優遇措置である

がその趣旨が不明であるものについては，可能

な限りこれを除去するのが広義の特別措置の整

理にも繋がり望ましい。第三に，租税法律主義

に基づく予測可能性・法的安定性という要請と

の調和をどう図るかが問題となる。租税回避商

品によって失われる税収と犠牲になる租税公平

主義の要請がどの程度なのか，従来の事後的な

個別対応ではなぜ足りないのかを，具体的・定

量的に示す必要がある。第四に，仮に租税回避

に関し看過し得ない状況にあることが明らかに

なったとして，ペナルティ強化と情報開示を含

む手続的対応の可能性の吟味が必要である。課

税当局の情報収集が促進される。両院合同課税

委員会も手続的対応を選好してきた。一般的否

認規定の不利益が，納税者一般に及びうること

と比較すれば，適切な情報保護の下で，租税回

避の重要な助言者又は利用者に限定して一定の

不利益を甘受させる制度の方が合理的かもしれ

ない。最後に，中長期的な対処として，立法資

料の充実が必要である。文理解釈には当然限界

がある。憲法８４条以下は，憲法８３条が言明する

財政民主主義の具体化であり１３５），国の財政に対

する国会のコントロールという基本原則の財政

収入面での現れが租税法律主義である１３６）ならば，

立法者意思を重視した解釈も，租税公平主義の

要請と併せて考えれば，我が国の憲法の否定す

るところではない。立法資料の充実とその積極

的開示を通じて，納税者の法的安定性と予測可

能性を高めた上であれば，法の支配の要請に適

った意図主義的な解釈の余地を，我が国で広げ

られるのではないか。具体論には，租税立法過

程に関する本格的な研究成果が不可欠であろう。

Ⅶ．おわりに

我が国において，租税法律主義の要請と法の

趣旨に即した租税便益の供与の両立を追求すべ

きである。本稿では，米国法の考察から示唆を

得て，この点を論じた。

１３５）佐藤（１９９５），１７９頁
１３６）伊藤（１９９５），４７７頁
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